
尾張旭市監査公表第３５号 
令和８年２月３日付け尾張旭市監査公表第４号をもって公表した定例監査結果報告

について、令和８年５月１１日付け８都第７７号で市長から措置を講じた旨の通知が

ありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定

により次のとおり公表します。 
令和８年５月２９日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　 　原　美佳子　　　　　 

 
都市整備部都市計画課 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 尾張旭市会計規則（昭和５８年尾張旭

市規則第１１号。以下「会計規則」とい

う。）第１３条によれば、簡易な方法

（会計規則第１０条）により納入の通知

をした納入義務者から納入の申出があっ

たときは、納付書兼領収書（第２号様

式）を当該納入義務者に交付しなければ

ならないとされている（会計管理者が特

に指定するものについては、願書、届出

書、申請書その他これに類する書類をも

って納付書兼領収書に代えることができ

る。）。 
しかしながら、同課は、簡易な方法に

より納入の通知をした市営バス回数乗車

券等販売収入及び町名設定図・都市計画

図等販売収入について、会計管理者の指

定がないまま、納付書兼領収書ではなく

独自の領収書を交付していた。 
収入の事務手続を適切に実施された

い。

会計規則の一部改正（令和８年４月１

日施行）により、第１６条第１項に規定

する領収書は、所定の領収印を押印した

ものとされ、様式の定めがなくなった。 
また、市営バス回数乗車券等販売収入

については、会計課と協議の上、会計規

則第１６条第１項ただし書による領収書

の交付を省略することができる市長が認

める収入として取り扱うこととした。

 同課における郵便切手等金券類の保管

状況を確認したところ、保管用手提げ金

庫の中に、簿外の金券類及び現金（以下

「簿外金券類等」という。）が存在して

いた。同課が確認したところ、あさぴー

号を育てる会と記載した袋に存在した簿

外金券類等については、同会は市民有志

郵便切手については、都市計画課にお

ける使用予定がないことから、総務課に

所管替えを行った。 
収入印紙及び市営バス回数乗車券につ

いては、郵便切手類等金券類出納簿によ

り適切に管理を行うこととした。 
現金については、令和７年度一般会計



 による団体で、平成１９年度頃に発足

し、平成２５年度に解散していることか

ら、取得経緯・時期等の詳細は不明であ

った。また、その他の簿外金券類等につ

いては、いずれも取得時期は不明だが、

公金で購入したものであった。 
ここで、同課が手提げ金庫の中に簿外

金券類等が存在することを認知していな

かったことは、郵便切手等金券類の管理

体制に直ちに改善すべき不備があること

を示していると言わざるを得ない。 
郵便切手等金券類取扱事務を適切に実

施されたい。

の都市計画歳入予算（諸収入）に受け入

れた。 
今後は、手提げ金庫の内容確認並びに

郵便切手等金券類の保管及び管理を適切

に行う。


